
 

 

令和 6 年度 りんご保育園 重要事項説明書  

 

１．事業所の目的及び運営の方針  

（１）運営主体（事業者の概要）  

事業者の名称  りんご保育園  

事業者の所在地  静岡県磐田市気子島 490-1 

事業者の連絡先  0538-33-4152 

代表者氏名  代表  猪俣雅代  

 

（２）事業所の概要  

種別  小規模保育（磐田市小規模保育事業Ａ型）  

名称  りんご保育園  

所在地  静岡県磐田市気子島 490-1 

連絡先  0538-33-4152（ＦＡＸ同様）  

施設長氏名  園長  

認可年月日  平成  28 年  4 月  1 日  

利用定員  （３号）  

０歳児  １歳児  ２歳児  合計  

4 人  6 人  9 人  19 人  

当園の基本理念・方針  

【事業の目的】乳幼児の保育  

【保育目標】  

乳幼児の発達段階における自我の芽生えに注目し健全な心身を養う。  

【園の方針】  

・個性を大切にして出来ること・出来たことに注目し勇気づけ、子どもの  

 やる気と責任感・思いやりの心を育てる。  

・hug hug（抱きしめる）保育  

・家庭や同年齢・異年齢のお友達や地域との結びつき、職員とのコミュニ  

ケーションを重視する。  

・親子が安心して、明るい心で夢や希望をもって生きていけるように多様  

 な保育で支援する。  

 



 

 

（３）施設の概要  

敷地  

敷地全体  991.33 ㎡  

園庭  431.77 ㎡  

園舎  

構造  木造  １階建て  

延べ  152.2 ㎡  

 

（４）主な設備の概要  

設備  部屋数  備考  

（乳児室・ほふく室）  1 室   

（保育室）  2 室   

（調理室）  1 室   

（幼児用トイレ）  1 室   

（調乳室）  1 室   

（その他）  全室冷暖房設置、セキュリティー設置  

 

（５）職員体制（令和 6 年４月１日 現在）  

職種  員数  常勤  非常勤  備考  

（園長）  1 人  1 人   人   

（主任保育士）  1 人  1 人   人   

（保育士）  9 人  3 人  6 人   

（保育従事者）  0 人   人  0 人   

（栄養士）  1 人   人  1 人   

（調理員）  2 人   人  2 人   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

（６）利用定員ごとの特定地域型保育の提供する曜日等  

【３号認定子ども（保育認定）】  

提供する曜日  月曜日から土曜日まで  

保育時間  

保育標準時間  7 時 30 分～18 時 30 分（11 時間）  

保育短時間  8 時 30 分～16 時 30 分（8 時間）  

延長保育  

保育標準時間  提供なし  

保育短時間  

朝：7 時 30 分～8 時 30 分  

夕：16 時 30 分～18 時 30 分  

※閉所時間の 18 時 30 分を過ぎた場合は、別途１回につき 500 円を加算いたします。  

開所時間  

月～金曜日  7 時 30 分～18 時 30 分  

土曜日  7 時 30 分～18 時 30 分  

休園日  

日曜日・祝日  

年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）  

※上記保育時間以外の時間帯において、やむを得ない理由により保育が必要な場合は、  

 提供時間内での延長保育を提供します。延長保育の利用にあたっては、お支払いた  

だく通常の保育料のほかに、別途利用者負担が必要となります。  

 

（７）利用料等  

月額保育料  利用子どもが居住する市町村が定める保育料  

上乗せ徴収  

保護者会費  （入園時 1 回）  1,200 円  

災害共済給付掛金  （入園時 1 回）  210 円  

実費徴収  

（用品代）  （その都度）  注文表に基づく  

（連絡帳代）  （1 冊当たり）  150 円  

（短時間保育認定者延長保育料）  （1 時間あたり）  300 円  

（閉所時間 18:30 を過ぎた場合）  （１回あたり）  500 円  

 

（８）支払方法  

（保育料：現金集金…毎月末日に集金袋を配布させて頂きます。支払期日…10 日まで。）  

（上乗せ徴収・実費徴収：集金袋の裏面にその都度、記載し現金集金させて頂きます。）  



 

 

（９）提供する保育の内容  

子ども・子育て支援法、その他関係法令等を遵守し、保育所保育指針に準じ、事業の

特性に留意して、利用子どもの心身の状況等に応じて、地域型保育を提供します。  

【食事の提供方法】  

・自園調理（当園の栄養士と調理士が行います。）  

・保育提供日（月～金）は、毎日食事の提供を行います。  

 土曜日または希望保育日・行事等に併せてお弁当の持参をお願いする日があります。 

 献立表は毎月のお便りで別途お知らせします。  

・年齢に応じ、以下の時間帯に食事の提供を行います。  

 0 歳児：午前間食 9 時 30 分 昼食 11 時 00 分 午後間食 14 時 45 分  

 1～2 歳児：午前間食 9 時 30 分 昼食 11 時 30 分 午後間食 14 時 45 分  

・アレルギー対応状況  

 アレルギーその他の事情により給食に配慮が必要な場合は、できる限りお子さんに  

 合わせていきますので、あらかじめご相談ください。  

その際は医師による診断書、生活指導管理表の提出が必要となります。  

除去食対応しています。（代替食：持参対応）  

 ※食物アレルギー対応マニュアルあり  

・その他の衛生管理  

 日々の健康管理、確認及び検便検査の実施（毎月 1 回）による調理従事職員・保育士

の健康管理を徹底しています。  

調理室の清掃及び整理整頓を実施し、衛生管理区分の維持管理を徹底しています。  

新鮮な食材を使って、月・年齢にあった形態の食事を用意しています。  

 

（１０）年間行事予定  

  ※年間行事予定表参照  

 

 

 

 

 

 



 

 

（１１）利用の開始及び終了に関する事項及び利用に当たっての留意事項  

利用者の内定  市の利用調整による  

利用決定  利用契約書の締結による  

退園理由  

・3 号認定子どもに該当しなくなったとき  

・3 歳児となり、連携施設等へ入園したとき  

・保護者から退園の申出があったとき  

・長期欠席するとき  

・利用継続が不可能であると市が認めたとき  

・その他、利用継続の重大な支障又は困難が生じたとき  

利用に当たっての  

留意事項  

・登園は 9 時 00 分までにお願いします。  

・当日に欠席、又は登園が遅れることを連絡する場合は 8 時 30 分  

までに電話でご連絡ください。  

・原則として、保育時間内でのお迎えをお願いします。  

緊急の場合で、お迎えが遅れたり、延長保育を利用したりする場

合には必ず電話でご連絡ください。  

送迎予定者の変更時もご連絡のご協力にお願いします。  

・熱が 37.5℃以上ある場合は登園を控えてください。また、登園後  

 に 37.5℃を超えた場合には、お迎えの連絡をさせて頂きます。  

 発熱がない場合でも嘔吐や下痢をした場合については、同様に  

 お迎えの連絡をさせて頂きます。  

・緊急連絡先等に変更があった場合は、速やかに報告をして頂き、 

 必ず連絡がとれるようにしてください。  

・感染症については、登園許可証・登園届の対応あり。  

・児童虐待早期発見と通告の対応、虐待防止マニュアルあり。  

・先天性疾患や慢性疾患のために定期的に受診している場合は、運  

動制限確認のために『乳幼児生活管理指導表』や診断書等を提出  

していただく場合があります。文書料は自己負担です。  

 

 

 

 



 

 

（１２）嘱託医  

医療機関の名称  鈴木小児科医院  

医院長名  鈴木東洋  

所在地  静岡県磐田市中泉 228-4 

電話番号  0538-32-6782 

 

（１３）嘱託歯科医  

医療機関の名称  たかやなぎ歯科医院  

医院長名  高柳  公  

所在地  静岡県磐田市千手堂 547-1 

電話番号  0538-33-055 

 

（１４）緊急時における対応方法  

（緊急時の対応方法）  

保育の提供中、利用子どもに体調の急変などがあった場合、すみやかに利用子どもの

保護者又は緊急連絡先、その他医療機関への連絡を行う等の必要な措置を行います。 

【管轄する消防署】  

消防署名  磐田市消防署  豊田分遣所  

所在地  静岡県磐田市森岡 119-1 

電話番号  0538-32-4470 

【管轄する警察署】  

警察署名  磐田警察署  

所在地  静岡県磐田市一言 2533-4 

電話番号  0538-37-0110 

 

 

 

 

 

 



 

 

（１５）非常災害対策  

防火管理者  園長  

消防計画届出年月日  平成 27 年 10 月 14 日  

避難訓練  火災・地震を想定した訓練を月１回実施します。  

防災設備  消火器、火災報知器、ガス漏れ報知器、非常警報装置  

避難場所  青城小学校  

緊急時の連絡手段  電話、専用メールでの情報提供  

 

（１６）相談・要望・苦情窓口  

相談・苦情受付担当者  園長  主任  

相談・苦情解決責任者  代表  園長  

連絡先  電話  0538-33-4152   ※メール対応可  

【要望・苦情等への対応方法】  

・要望、苦情等を受付けた場合には、適切に対応し、改善を図るよう努めます。  

・要望、苦情等の内容を受付けた場合には、要望・苦情等の内容を記録し、市からの求  

めがあった場合には、必要な改善を行い、市に報告をします。  

 

（１７）賠償責任保険の加入状況  

以下の保険に加入しています。  

保険の種類  共栄火災海上保険  株式会社  

保険の内容  賠償責任  

保険金額  100,000 千円  

※詳しくは、別途配布するパンフレットをご覧ください。  

 

（１８）個人情報の取り扱い  

（個人情報の取り扱い方法）  

・保育の提供に当たって、職員及び職員であった者が知り得た個人情報や秘密は、法令  

による場合を除くほか、保護者の同意を得ずに第三者に提供することはありません。 

なお、転園等の際には園児要録の移送等、個人情報の伝達があります。  

 



 

 

（１９）連携施設  

連携施設の名称  青城こども園  

連携施設の種類  認定こども園  

 

（２０）その他保護者に説明すべき事項  

当園では保護者会活動を行っています。  

 


